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1. 総則 

1.1 目的 

本要領は、茨城県土木部発注工事（営繕工事は除く）の工事検査における工事実施状況、出来形、品質およ

び出来ばえの各検査項目に遠隔臨場を適用して、受発注者の工事検査の効率化の実現とともに、契約の適正な

履行として施工履歴を管理するために、以下の事項を定めるものである。 

（１）適用範囲 

（２）遠隔臨場による工事検査に関する受発注者の実施項目 

（３）遠隔臨場による工事検査に関する留意事項等 

 

【解説】 

遠隔臨場による工事検査とは、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)によって取得し

た映像及び音声を利用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して、完成検査、中間検査、出来形検査、部

分引渡検査における工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査を行うことをいう。 

本要領は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者(監督員・

検査員)における「対面書類検査・現場実地検査の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、「遠隔書類

検査」、「遠隔実地検査」を適用するにあたり、その適用範囲や具体的な実施方法と留意点等を示したもので

ある。 

本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場による工事検査に必要とする機器の準備と運用が可能であり、かつ実施に

より効果の見込める検査を対象とする。 

 

「遠隔書類検査」とは 

遠隔書類検査とは、書類検査を遠隔で実施することをいう。なお、対面書類検査とは、書類検査を対面で

実施することをいう。 

遠隔書類検査においては、対象書類を電子化することを原則とし、情報共有システム（ASP）等で共有した

電子化された書類を画面表示し、Web 会議システム等の画面共有機能を用いて検査を行う。また、紙等の電

子データ以外で書類検査がある場合に備え、受注者は書類撮影用カメラ等を準備すること。 

 

「遠隔実地検査」とは 

遠隔実地検査とは、実地検査を遠隔で実施することをいう。なお、現場実地検査とは、実地検査を現場で

実施することをいう。 

遠隔実地検査においては、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)により取得した映

像及び音声を Web 会議システム等を介して検査を行う。 遠隔臨場による工事検査にあたっては、検査員等

が検査するのに十分な情報を得ることができる機器や通信環境を準備する。 

なお、現場の通信環境や検査する構造物が遠隔臨場による実地検査に適さないと検査員が判断した場合、

監督員は受注者にその旨を伝え、従来どおり現場による実地検査を実施する。 
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1.2遠隔臨場による工事検査の対象 

『土木工事共通仕様書』に定める「技術検査」、及び『契約書』第 31 条、第 37 条、第 38 条および第 41

条に定める検査を実施する場合に適用する。 

 

【解説】 

検査は、完成検査、中間検査、出来形検査及び部分引渡検査における、工事実施状況、出来形、品質およ

び出来ばえの各検査項目とし、表 1-1 に示す。 

また、現場条件や、6.3 検査項目の適応性を踏まえ、従来方法(対面書類検査、現場実地検査)により検査を

実施する選択も可能である。 

なお、土木部検査書類限定型工事においても、遠隔臨場による工事検査を適用することができる。 

 

表 1-1 遠隔臨場による工事検査の対象 

凡例 〇：遠隔臨場による工事検査の対象 

（※）当面、当初契約金額が１億円未満の建設工事の中間検査（実地）については対象外とする。 

 

【参考】 

 検査の位置づけ 

完成検査 技術検査 契約書第 31 条（検査及び引渡し） 

中間検査 技術検査 ※1 

出来形検査 ※2 契約書第 37 条（部分払） 

契約書第 41 条（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

部分引渡検査 技術検査 契約書第 38 条（部分引渡し） 

 

 ※1 出来形検査と兼ねる場合は契約書第 37 条、第 41 条に定める検査も行う 

※2 中間検査と兼ねることができる 
   

 

工事実施 

状況検査 
出来形の検査 品質の検査 出来ばえの検査 

書類 書類 実地 書類 実地 書類 実地 

完成検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

中間検査 ○ ○ ○（※） ○ ○（※） ○ ○（※） 

出来形検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

部分引渡検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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1.3 受注者による検査の実施項目 

遠隔臨場の機器を用いて、工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査を実施する場合の受注者

による実施項目を図 1-1 に示す。 

 

【解説】 

遠隔臨場による工事検査とは、受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)によ

り取得した映像及び音声と各種記録を Web 会議システム等を介して、各種検査を行うことをいう。 

遠隔臨場による工事検査については、監督員が検査員と調整し、適用する検査項目(工事実施状況、出来

形、品質および出来ばえの各検査項目)を決めたうえで実施するものとし、変更契約の際には「6.2 特記仕様

書(記載例)」を参考に明示するものとする。 

 

 

図 1-1 受注者の実施項目 
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1.4 施工計画書等への記載 

受注者は、遠隔臨場による工事検査の適用にあたり、監督員からの連絡を踏まえ、施工計画書等に遠隔

臨場による工事検査に関する事項を記載し、監督員の確認を受けなければならない。 

（１）適用種別 

（２）機器構成と仕様 

（３）通信環境 

（４）遠隔臨場による工事検査の適用 

 

【解説】 

 (1)適用種別 

各種検査における、工事実施状況、出来形、品質及び出来ばえの各検査項目から、遠隔臨場による工事

検査項目について、監督員が検査員と調整・決定し、受注者に連絡する。遠隔臨場による工事検査を適

用する検査項目については、｢6.3 検査項目の適応性｣を踏まえ判断する。 

 

表 1-2 遠隔臨場による工事検査項目の記載例 
 

工事実施 

状況 
出来形 品質 出来ばえ 

書類 書類 実地 書類 実地 書類 実地 

完成検査 遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

中間検査 遠隔 遠隔 
現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 
現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 
現場 

または 

遠隔※ 

出来形検査 

(実施する場合) 
遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 
現場 

または 

遠隔※ 

－ － 

部分引渡検査 

(実施しない場合) 
－ － － － － － － 

※監督員が検査員と調整し、現場実地検査・遠隔実地検査の実施方法を決める。 
 

(2)機器構成と仕様 

本要領に基づいて使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360°カメラ等)と Web 会議シ

ステム等を記載する。 

1)動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360°カメラ等)の機器と仕様 

受注者にて使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360°カメラ等)の機器と仕様を記載

する。 
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2)Web 会議システム等 

動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360°カメラ等)を監督員へ配信するために使用する 

Web 会議システム等を記載する。 

(3)通信環境 

遠隔臨場による工事検査の実施が可能か判断するため、使用する通信回線または通信速度等を記載

する。 

(4)遠隔臨場による工事検査の実施 

本要領に基づいた工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査における「遠隔書類検

査」、「遠隔実地検査」の実施方法を記載する。 
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1.5 監督員による検査の実施項目 

遠隔臨場の機器を用いて、工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査を実施する場合の監督員

の実施項目を図 1-2 に示す。 

 

 
図 1-2 監督員の実施項目 

 

1.5.1 遠隔臨場による工事検査記載内容の確認  

監督員は、本要領に基づき、施工計画書等に記載された遠隔臨場による工事検査部分の下記内容につい

て確認する。 

 

(1)適用種別 

各種検査における、工事実施状況、出来形、品質及び出来ばえの各検査項目から、遠隔臨場による

工事検査項目について、監督員が検査員と調整・決定し、受注者に連絡する。遠隔臨場による工事検査

を適用する検査項目については、｢6.3 検査項目の適応性｣を踏まえ判断する。 

  



 

8  

 

表 1-3 遠隔臨場による工事検査項目の選定例 

 

工事実施 

状況 
出来形 品質 出来ばえ 

書類 書類 実地 書類 実地 書類 実地 

完成検査 遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

中間検査 遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

出来形検査 

(実施する場合) 
遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

－ － 

部分引渡検査 

(実施しない場合) 
－ － － － － － － 

※監督員が検査員と調整し、現場実地検査・遠隔実地検査の実施方法を決める。 

 

(2)機器構成と仕様 

1)動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)の機器と仕様 

現場(臨場)にて使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)の機器と仕様 

2)Web 会議システム等 

動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360度カメラ等)の映像を監督員・検査員へ配信するために

使用する Web 会議システム等 

 

(3)通信環境 

遠隔臨場による工事検査の実施が可能か判断するため、使用する通信回線または通信速度等 

 

(4)遠隔臨場による工事検査の実施 

遠隔臨場を適用する工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査における「遠隔書類検査」、

「遠隔実地検査」の実施方法 
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1.5.2 遠隔書類検査の実施 

(1)検査対象書類の共有(受領) 

監督員は、事前に検査対象書類を情報共有システム(ASP)等で受注者から受領する。 

 (2)遠隔書類検査の実施 

1)接続の確保 

監督員は、遠隔臨場による「遠隔検査」の実施にあたり、事前に受注者と動画撮影用のカメラ（ウエ

アラブルカメラ等）や Web 会議システム等の接続状況が確保されていることの確認を行う。 

2)実施 

監督員は、受注者から検査対象書類を画面共有してもらい、説明を受ける。情報共有システム(ASP)

等上で書類を提示される場合には、受注者が書類管理機能のフォルダ構成を整理していることを監督員

は確認する。また、情報共有システム(ASP)等以外のシステムを用いて書類を提示される場合には、書

類をあらかじめ受注者から共有してもらうことが望ましい。 

なお、紙等の電子データ以外で書類検査がある場合に備え、受注者が書類撮影用カメラ等を準備して

いることを監督員は確認する。 

 

1.5.3 遠隔実地検査の実施 

(1)検査対象書類の共有(受領) 

監督員は、事前に検査対象書類を情報共有システム(ASP)等で受注者から受領する。 

(2)遠隔実地検査の実施 

1) 接続の確保 

監督員は、遠隔臨場による「遠隔実地検査」の実施にあたり、事前に受注者と動画撮影用のカメラ(ウ

ェアラブルカメラ、360 度カメラ等)や Web 会議システム等の接続状況の確保について確認を行う。 

2) 遠隔実地周辺状況の確認 

遠隔実地検査における確認箇所の位置関係を把握するため、受注者は実施前に遠隔実地周辺の状況を

監督員・検査員に伝え、監督員は周辺の状況を把握したことを受注者に伝える。 

3) 実施 

監督員は、検査の実施にあたり「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や

「使用材料」等の必要な情報について、検査員と共に音声・動画を通して検査する。監督員は実施項目

の検査をとおして、検査終了時に検査員による検査結果を確認する。 
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1.6 検査員による検査の実施項目 

遠隔臨場の機器を用いて、工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査を実施する場合の検査員

の実施項目を図 1-3 に示す。 

図 1-3 検査員の実施項目 
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1.6.1 遠隔臨場による工事検査記載内容の確認  

検査員は、本要領に基づき、施工計画書等に記載された遠隔臨場による工事検査部分の下記内容について確

認する。 

 

(1)適用種別 

各種検査における、工事実施状況、出来形、品質及び出来ばえの各検査項目から、遠隔臨場による工事検査

項目について、監督員が検査員と調整・決定し、受注者に連絡する。遠隔臨場による工事検査を実施する

検査項目については、｢6.3 検査項目の適応性｣を踏まえ判断する。 

表 1-4 遠隔臨場による工事検査項目の選定例 
 

工事実施 

状況 
出来形 品質 出来ばえ 

書類 書類 実地 書類 実地 書類 実地 

完成検査 遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

中間検査 遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

出来形検査 

(実施する場合) 
遠隔 遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

遠隔 

現場 

または 

遠隔※ 

－ － 

部分引渡検査 

(実施しない場合) 
－ － － － － － － 

※監督員が検査員と調整し、現場実地検査・遠隔実地検査の実施方法を決める。 

 

 (2)機器構成と仕様 

1)動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の機器と仕様 

現場(臨場)にて使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)の機器と仕様 

2)Web 会議システム等 

動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)の映像を監督員へ配信するために使用する Web 

会議システム等 

(3)通信環境 

遠隔臨場による工事検査の実施が可能か判断するため、使用する通信回線または通信速度等 

(4)遠隔臨場による工事検査の実施 
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遠隔臨場を適用する工事実施状況、出来形、品質および出来ばえの各検査における「遠隔書類検査」、「遠

隔実地検査」の実施方法 

 

1.6.2 遠隔書類検査の実施 

 (1)検査対象書類の共有(受領) 

検査員は、事前に検査対象書類を情報共有システム(ASP)等で監督員から受領する。 

(2)遠隔書類検査の実施 

1)接続の確保 

検査員は、遠隔臨場による「遠隔書類検査」の実施にあたり、事前に監督員と動画撮影用のカメラ(ウェアラ

ブルカメラ等)や Web 会議システム等の接続状況が確保されていることの確認を行う。 

2)実施 

検査員は、受注者から検査対象書類を画面共有してもらい、説明を受ける。検査員は実施項目の検査をとお

して、検査終了時に検査結果を受注者に伝える。 

 

1.6.3 遠隔実地検査の実施 

(1)検査対象書類の共有(受領) 

検査員は、事前に検査対象書類を情報共有システム(ASP)等で監督員から受領する。 

(2)遠隔実地検査の実施 

1)接続確認 

検査員は、遠隔臨場による「遠隔実地検査」の実施にあたり、監督員と動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカ

メラ、360 度カメラ等)や Web 会議システム等の接続状況の確保について事前に確認を行う。 

2)遠隔実地周辺状況の確認 

遠隔実地検査における確認箇所の位置関係を把握するため、受注者は実施前に遠隔実地周辺の状況を監督員

・検査員に伝え、検査員は周辺の状況を把握したことを受注者に伝える。 

3)実施 

検査員は、検査の実施にあたり「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用 

材料」等の必要な情報について、音声・動画を通して検査する。また、検査員は検査項目の検査をとおして、

検査終了時に実施結果を受注者に伝える。 
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2 遠隔臨場による工事検査に使用する機器と仕様 

遠隔臨場による工事検査に使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360°カメラ等)の資機材は

受注者が準備、運用するものとする。 

 

【解説】 

遠隔臨場による工事検査に使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360°カメラ等)の機器は受注

者が準備、運用するものとする。また、遠隔臨場による工事検査に用いる動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカ

メラ、360°カメラ等)と Web 会議システム等は監督員と協議の上、検査行為を実施できるものを選定する。

仕様における参考数値を「6.1 動画撮影用カメラと Web 会議システム等に関する参考値」に示す。ただし、記

載の参考数値については、今後の映像・通信技術向上により、参考数値が適切でなくなる場合も想定されるこ

とから、適用を拘束するものではなく、受発注者間にて協議の上、判断するものとする。 

なお、発注者側にて準備している動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)や既に使用して

いる Web 会議システム等がある場合、また特記仕様書等に資機材準備の別途記載がある場合にはこの限りで

はない。 

 

図 2-1 機器構成(例) 

  

検査員 

監督員 
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3 遠隔臨場による工事検査の実施 

3.1 事前準備 

受注者は、遠隔臨場による工事検査の実施にあたり、必要な準備をしなければならない。 

【解説】 

受注者は、遠隔臨場による工事検査の実施に先立ち、監督員に検査項目(工事実施状況、出来形、品質および

出来ばえの各検査項目)、検査実施時間、検査実施箇所(場所)や必要とする資料等について、監督員に確認を行

う。 

 

3.1.1 遠隔書類検査の事前準備 

 (1)検査対象書類の共有(受領) 

受注者は、事前に検査対象書類を情報共有システム(ASP)等で監督員・検査員と共有する。 

3.1.2 遠隔実地検査の事前準備 

(1)検査対象書類の共有(受領) 

受注者は、事前に検査対象書類を情報共有システム(ASP)等で監督員・検査員と共有する。 

 

3.2 遠隔臨場による工事検査の実施 

受発注者は、本要領に従い、遠隔臨場による工事検査を実施する。 

3.2.1 遠隔書類検査の実施 

(1)接続の確保 

受注者は、遠隔臨場による「遠隔書類検査」の実施にあたり、監督員・検査員と動画撮影用のカメラ(ウェ

アラブルカメラ等)や Web 会議システム等の接続状態を確保する。 

(2)実施 

受注者は、検査対象書類を画面共有し、説明を行う。受注者は円滑に検査を実施するための事前準備とし

て、情報共有システム(ASP)等上で書類を提示する場合には書類管理機能のフォルダ構成を整理する。また、

情報共有システム(ASP)等以外のシステムを用いて書類を提示する場合には書類をあらかじめ監督員と共有す

ることが望ましい。 

なお、紙等の電子データ以外で書類確認の必要がある場合に備え、受注者は書類撮影用カメラ等を必要に

応じて準備する。 
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3.2.2 遠隔実地検査の実施 

(1)接続の確保 

受注者は、遠隔臨場による「遠隔実地検査」の実施にあたり、監督員・検査員と動画撮影用のカメラ(ウェ

アラブルカメラ、360 度カメラ等)や Web 会議システム等の接続状態を確保する。 

(2)遠隔実地周辺状況の把握 

遠隔実地検査における検査箇所の位置関係等を把握するため、受注者は、実施前に遠隔実地周辺の状況を監

督員・検査員に伝え、監督員・検査員は周辺の状況を把握したことを受注者に伝える。 

 (3)撮影について 

受注者は、撮影の実施にあたっては監督員より事前に連絡された「工事名」、「工種」、「確認内容」、

「設計値」、「測定値」や「使用材料」等の必要な情報について適宜黒板等を用いて表示し、撮影し、記録

すること。必要な情報を冒頭で読み上げ、監督員・検査員による実施項目を音声とともに伝達すること。ま

た、検査終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督員・検査員による検査結果を音声とともに把握す

る。 

 

3.3 遠隔臨場による工事検査の実施記録 

(1)遠隔臨場による工事検査の実施記録 

受注者は、遠隔臨場による工事検査の実施記録として、配信動画の保存を行う必要はない。 ただし、遠隔

臨場による工事検査が行われた記録として、下記の例を参考に、書類検査、実地検査それぞれの検査時に撮

影し、記録すること。  

実施記録の方法例（参考） 

 ・Ｗｅｂ会議システム等で監督員、検査員の画面を表示させた状態でキャプチャ撮影する。 

・Ｗｅｂ会議システム等で監督員、検査員の画面を表示させた状態の端末を含めた写真を撮影する。 
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4.留意事項 等 
 

4.1 効果の把握 

今後の適正な取組に資するため、実施を通じた効果の検証及び課題の抽出等について、アンケート調査等によ

り依頼があった場合は協力するものとする。 

 

4.2 留意事項 

遠隔臨場による工事検査の実施にあたっては、以下に留意する。 

(1) 電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日

を取り決めて検査日を連絡すること。 

(2) 情報セキュリティ確保の観点より、公共の場等、部外者が検査内容を聞き取ることができないように、検

査場所・検査方法に留意すること。 

(3) 受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾を得るこ

と。 

(4) 動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)の使用は意識が対象物に集中し、足元への注

意が薄れたり、カメラの保持、操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合があ

る。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するなど、安全対策に留

意すること。 

(5) 受注者は、作業員のプライバシーを侵害する音声が配信される場合があるため留意すること。 

(6) 受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 

(7) 受注者は、公的ではない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を

特定できないよう必要な措置を行うこと。 

(8) 受注者は、故意に不良箇所を撮影しない等の行為は行わないこと。 

(9) 本要領により難い場合は、適宜受発注者間で協議すること。 

  



 

17  

5. その他 

5.1 費用算出方法 

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上す

る。なお、現場管理費及び一般管理費の対象外とする。茨城県土木設計積算システムにおいて、管理費区分を

「9：全間接費の対象外」で計上すること。 

機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上することとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器が

ある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間(日単位)割合を乗じた分を計上することとする。

また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とする。 

※耐用年数は、下記の国税庁 HP を参照 

例)カメラ、ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ：5 年 

ﾊﾌﾞ、ﾙｰﾀｰ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ、LAN ﾎﾞｰﾄﾞ：10 年 

https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html 

<費用のイメージ> 

① 撮影機器、モニター機器の賃料(又は損料) 

② 撮影機器の設置費(移設費) 

③ 通信費 

④ その他(ライセンス代、使用料、通信環境の整備等) 

<留意点> 

・遠隔臨場による工事検査の実施にあたっては、従来の費用から追加で必要となる費用を計上すること。な

お、費用の計上は、受注者から見積を徴収し対応すること。 

・別途、段階確認等で遠隔臨場を実施している際には、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場

合に監督員と協議するものとし、機器貸与期間等の積上げには留意すること。 

・費用算出にあたっては、必要な最低限の費用を計上すること。 

 

5.2 その他 

 本要領に記載されていない事項については、検査指導課と協議するものとする。 

附 則 

 本要領は、令和 8年 4月１日から施行する。 
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6. 参考資料 

6.1 動画撮影用カメラと Web 会議システム等に関する参考値 

表 6-1 動画撮影用のカメラに関する参考数値 

項目 仕様 備考 

映像 
画素数：640×480 以上 カラー 

フレームレート：15fps 以上 
 

音声 
マイク：モノラル(1 チャンネル)以上 

 

スピーカ：モノラル(1 チャンネル)以上 
 

 

表 6-2 Web 会議システムに関する参考数値 

項目 仕様 備考 

通信回線速度 下り最大 50Mbps、上り最大 5Mbps 以上 
 

映像・音声 転送レート(VBR)：平均 1 Mbps 以上 
 

 

画素数と最低限必要な通信速度を示す。なお、下表は目安であり、利用する人数や映像共有の有無等の利用環

境や電波状況、時間帯に応じて変化することに留意する。 

表 6-3 画質・画素数と最低限必要な通信速度 

画質 画素数 最低限必要な通信速度 

360p 640×480 530kbps 

480p 720×480 800kbps 

720p 1280×720 1.8Mbps 

1080p 1920×1080 3.0Mbps 

2160p 4096×2160 20.0Mbps 

※使用する機器の機能としては仕様を満たしていても、機器の設定により、仕様を満たさない場合があるた

め、注意すること。(例：使用する端末の画質を「高設定」にした場合は仕様を満たすが、「低設定」にした場

合、仕様を満たさないことがあるため、端末画質を「高設定」にすること。) 
 

  



 

19  

6.2 特記仕様書(記載例) 

 (遠隔臨場による工事検査の実施) 

第○条 

１．遠隔臨場による工事検査の実施 

「遠隔臨場による工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」

や発注者(監督員・検査員)における「現場実地(現場臨場)の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画

撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来

形、品質及び出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場に

よる工事検査に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。 

 

２．遠隔臨場による工事検査の対象 

遠隔臨場による工事検査は、完成検査、中間検査、出来形検査、部分引渡検査における、工事実施状況、出

来形、品質および出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場

条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案)』「6.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法(対面

書類検査、現場実地検査)を選択することも可能である。 

凡例 〇：遠隔臨場による工事検査の対象 
 

工事実施 

状況 
出来形 品質 出来ばえ 

 

書類 書類 実地 書類 実地 書類 実地 

完成検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

中間検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

出来形検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

部分引渡検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

３．遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目 

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適

用・不適用については、監督員が検査員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目

を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施

要領(案)』｢6.3 検査項目の適応性｣を踏まえ判断する。 

４．実施内容 

(1) 技術検査、工事検査での実施 

受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)により取得した映像及び音声を Web 会

議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質及び出来ばえの各検査を実施するものである。 
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(2) 機器の準備 

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)や Web 会議シ

ステム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督員と協議し決定するものとする。 

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応 

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を

取り決めて検査日を連絡する。 

(4) 効果の検証 

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとす

る。詳細は、監督員の指示による。 

(5) 費用 

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上す

る。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場

合に監督員と協議するものとする。 
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6.3 検査項目の適応性 

汎用的な動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等)や Web 会議システム等の機器を用いた場

合の遠隔臨場による工事検査の適応性を表 6-4 に示す。 

〇：汎用的な機器で試行可能な検査項目 

△：特殊な機器等又は現場実地が必要(映像や音声で判断できない)となる検査項目 

なお、現場条件・諸条件等により適応性が一致しない場合も想定されることから、各検査項目の適用・不適用

を拘束するものではなく、監督員が検査員と調整・決定し、受注者に連絡するものとする。 

 

表 6-4 遠隔臨場による工事検査に関する検査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 〇：汎用的な機器で実施可能な検査項目 

△：特殊な機器等又は現場実地が必要(映像や音声で判断できない)となる検査項目 

検査項目 適応性 備考 

工事実施状況 遠隔書類検査 〇 
 

出来形 遠隔書類検査 

遠隔実地検査 

〇  

 遠隔実地検査 別表 1 参照 

 

検査員が十分な情報を得られないと

判断する場合、現場実地検査を実施

する。 

品質 遠隔書類検査 

遠隔実地検査 

〇  

 遠隔実地検査 別表 2 参照 

 

検査員が十分な情報を得られないと

判断する場合、現場実地検査を実施

する。 

出来ばえ 遠隔書類検査 

遠隔実地検査 

〇  

 遠隔実地検査 別表 3 参照 

 

検査員が十分な情報を得られないと

判断する場合、現場実地検査を実施

する。 
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6.4 (参考)遠隔臨場による工事検査を今後更に普及するために役立つ機器及びソフトウェア 

 

 (1)遠隔臨場による工事検査を今後更に普及するために役立つ機器 

・検査員が映像を適切に検査するための大型モニター 

・山間部等でも遠隔臨場による工事検査が実施できる通信環境を確保するための Wi-Fi ルータや衛星通信機器 

・全景や広範囲を把握するために使用する広角カメラや 360 度カメラ、ドローン 

・微細クラックの有無等を検査するための高解像度カメラや望遠カメラ 

・撮影時の手ブレを防止するための手ブレ補正ジンバルや手ブレ補正機能付きのスマート端末 

・騒音等の大きい現場での検査に対応するためのノイズキャンセリング機能を搭載した高性能イヤホンマイクや

骨伝導イヤホン 

 

(2)遠隔臨場による工事検査を今後更に普及するために役立つソフトウェア等の機能 

・検査員が検査する箇所を発注者側から画面上で容易に指示できる機能 

・検査員が検査する書類や写真を発注者側で抽出、閲覧、検査、拡大する機能 

・騒音等により、音声でのやり取りが困難な現場での検査等を考慮し、音声のほかテキスト(チャット等)でコミ

ュニケーションが取れる機能 

・検査する構造物の大きさや検査内容を踏まえ、近接映像、全体映像の２つの映像を同時に表示できる機能 

※詳細については、現場での適用について監督員と相談すること。  
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別表 1 遠隔臨場による工事検査における出来形 検査項目一覧（例） 

凡例 〇：汎用的な機器で実施可能な検査項目 

△：特殊な機器等又は現場実地が必要(映像や音声で判断できない)となる検査項目 

工種 検査内容 適応性 

共 

通 

共 

通 

的 

工 

種 

矢板工 

基準高 〇 

変位 〇 

根入長 〇 

延長 〇 

法枠工 

吹付工 

植生工 

厚さ 〇 

法長 〇 

間隔 〇 

幅 〇 

延長 〇 

基礎工 

基準高 〇 

根入長 〇 

偏心量 〇 

石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 

基準高 〇 

法長 〇 

厚さ 〇 

延長 〇 

一 

般 

舗 

装 

工 

路盤工 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

基準高(３次元モデルによる場合) 〇 

標高較差(３次元モデルによる場合) 〇 

舗装工 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

横断勾配 〇 

平坦性 〇 

基準高(３次元モデルによる場合) 〇 

厚さあるいは標高較差(３次元モデルによる場合) 〇 

地盤改良工 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

延長 〇 

基準高(３次元モデルによる場合) 〇 

幅(３次元モデルによる場合) 〇 

厚さ(３次元モデルによる場合) 〇 

延長(３次元モデルによる場合) 〇 

土工 
基準高 〇 

幅 〇 

現場条件により適応性が一致しない場合も想定されるため、現場での適用・不適用を拘束するものではない。 
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工種 検査内容 適応性 

共 

通 
土工 

法長 〇 

天端面の設計との標高較差または水平較差(３次元モデルによる場合) 〇 

法面の設計との標高較差または水平較差(３次元モデルによる場合) 〇 

河 

川 

築堤護岸 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

法長 〇 

延長 〇 

浚渫(川) 

基準高 〇 

幅 〇 

深さ 〇 

延長 〇 

設計との標高較差(３次元モデルによる場合) 〇 

樋門・樋管 

水門 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

延長 〇 

海 

岸 

 

堤防護岸 

突堤・人工岬 

海岸堤防 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

法長 〇 

延長 〇 

浚渫(海) 

基準高 〇 

幅 〇 

深さ 〇 

延長 〇 

突 

堤 

・ 

人 

工 

岬 

 

砂防ダム 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

延長 〇 

海岸堤防 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

延長 〇 

浚渫(海) 

基準高 〇 

幅 〇 

深さ 〇 

延長 ○ 

現場条件により適応性が一致しない場合も想定されるため、現場での適用・不適用を拘束するものではない。 

  



 

 

 

工種 検査内容 適応性 

ダ 

ム 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 

基準高 〇 

幅 〇 

ジョイント間隔 〇 

堤長 〇 

フィルダム 
基準高 〇 

外側境界線 〇 

道 

路 

道路改良 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

延長 〇 

橋梁下部 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

支間(スパン)長 〇 

変位 〇 

鋼橋上部 

部材寸法 〇 

基準高 〇 

支間長 〇 

中心間距離 〇 

キャンバー 〇 

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部工 

部材寸法 〇 

基準高 〇 

幅 〇 

高さ 〇 

厚さ 〇 

キャンバー 〇 

トンネル 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

深さ 〇 

間隔 〇 

延長 〇 

その他構造物 

基準高 〇 

幅 〇 

厚さ 〇 

高さ 〇 

深さ 〇 

法長 ○ 

長さ等 ○ 

現場条件により適応性が一致しない場合も想定されるため、現場での適用・不適用を拘束するものではない。 
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別表 2 遠隔臨場による工事検査における品質 検査項目一覧（例） 

凡例 〇：汎用的な機器で実施可能な検査項目 

△：特殊な機器等又は現場実地が必要(映像や音声で判断できない)となる検査項目 

工種 検査内容 適応性 

共 

通 

材料 
品質 △ 

形状 ○ 

基礎工 

支持力 ○ 

基礎の位置 ○ 

上部との接合 ○ 

土工 

土質、岩質 △ 

支持力 ○ 

密度 ○ 

無筋、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄの強度 ○ 

ｽﾗﾝﾌﾟ ○ 

塩化物総量 ○ 

ｱﾙｶﾘ骨材反応対策 ○ 

水ｾﾒﾝﾄ比等 ○ 

構造物の機能 構造物又は付属設備等の性能 △ 

道 

路 

舗 

装 

路盤工 

路盤材料の合成粒度 ○ 

支持力 ○ 

締固め密度 ○ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 

舗装工 

ｱｽﾌｧﾙﾄ使用量 ○ 

骨材粒度 ○ 

密度 ○ 

舗設温度 ○ 

現場条件により適応性が一致しない場合も想定されるため、現場での適用・不適用を拘束するものではない。  
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別表 3 遠隔臨場による工事検査における出来ばえ 検査項目一覧（例） 

凡例 〇：汎用的な機器で実施可能な検査項目 

△：特殊な機器等又は現場実地が必要(映像や音声で判断できない)となる検査項目 

工種 検査内容 適応性 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事 

砂防構造物工事 

海岸工事 

トンネル工事 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の表面状態が良い。 △ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の通りが良い。 〇 

天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 △ 

クラックが無い。 △ 

漏水が無い。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

土工事 

(盛土・築堤工事等) 

仕上げが良い。 △ 

通りが良い。 〇 

天端及び端部の仕上げが良い。 △ 

構造物へのすりつけなどが良い。 〇 

全体的な美観が良い。 △ 

切土工事 

規定された勾配が確保されている。 〇 

切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 △ 

法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。 〇 

滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 〇 

関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 〇 

全体的な美観が良い。 △ 

護岸・根固・水制工事 

通りが良い。 〇 

材料のかみ合わせがよく、クラックが無い。 △ 

天端及び端部の仕上げが良い。 △ 

既設構造物とのすりつけが良い。 〇 

全体的な美観が良い。 △ 

鋼橋工事 

表面に補修箇所が無い。 △ 

部材表面に傷及び錆が無い。 △ 

溶接に均一性がある。 △ 

塗装に均一性がある。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

地すべり防止工事 

地山との取り合いが良い。 〇 

天端、端部の仕上げが良い。 △ 

施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 ○ 

全体的な美観が良い。 △ 

舗装工事 

舗装の平坦性が良い。 △ 

構造物の通りが良い。 〇 

端部処理が良い。 〇 

構造物へのすりつけ等が良い。 〇 

雨水処理が良い。 〇 

全体的な美観が良い。 △ 

現場条件により適応性が一致しない場合も想定されるため、現場での適用・不適用を拘束するものではない。   
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工種 検査内容 適応性 

法面工事 

通りが良い。 〇 

植生、吹付等の状態が均一である。 △ 

端部処理が良い。 〇 

全体的な美観が良い。 △ 

基礎工事 

(地盤改良等を含む) 

土工関係の仕上げが良い。 △ 

通りが良い。 ○ 

端部及び天端の仕上げが良い。 △ 

施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 ○ 

土工関係の仕上げが良い。 △ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部工事 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の表面状態が良い。 △ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の通りが良い。 〇 

天端及び端部の仕上げが良い。 △ 

支承部の仕上げが良い。 △ 

クラックが無い。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

塗装工事 

(工場塗装を除く) 

塗装の均一性が良い。 △ 

細部まできめ細かな施工がされている。 △ 

補修箇所が無い。 △ 

ケレンの施工状況が良好である。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

植栽工事 

樹木の活着状況が良い。 △ 

支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 △ 

支柱の取り付けが堅固である。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

防護柵(網)工事 

通りが良い。 〇 

端部処理が良い。 〇 

部材表面に傷及び錆が無い。 △ 

既設構造物等とのすりつけが良い。 〇 

きめ細やかに施工されている。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

標識工事 

設置位置に配慮がある。 〇 

標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 〇 

標識板の支柱に変色が無い。 △ 

支柱基礎が入念に埋め戻されている。 △ 

全体的な美観が良い。 △ 

区画線工事 

塗料の塗布が均一である。 △ 

視認性が良い。 △ 

接着状態が良い。 △ 

施工前の清掃が入念に実施されている。 〇 

全体的な美観が良い。 △ 

現場条件により適応性が一致しない場合も想定されるため、現場での適用・不適用を拘束するものではない。 


